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Ⅰ

基
本
活
動

本
会
は
健
全
な
納
税
者
団
体
と
し
て
、
誠
実
な
記
帳
と
適
正
な
申
告
の
普
及
徹
底
を

図
り
、
租
税
に
関
す
る
研
究
調
査
を
行
い
、
も
っ
て
納
税
道
義
の
高
揚
及
び
公
平
な
税

制
と
円
滑
な
税
務
行
政
の
確
立
、
事
業
経
営
と
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る

と
と
も
に
、
会
勢
拡
大
に
努
め
組
織
の
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
を
基
本
に
事
業
活
動
を

展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。
今
経
済
活
動
の
正
常
化
に
向
け
た
動
き
が
加
速
化
し
て
い
る

中
、
原
材
料
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高
騰
と
円
安
の
進
行
、
更
に
は
人
手
不
足
の
問
題

な
ど
に
よ
り
、
企
業
経
営
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
本
年
も
引
き

続
き
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
諸
事
業
を
推
進
し
、
会
員
企
業
が
関
係
す
る
納

税
環
境
の
変
化
に
税
務
当
局
と
連
携
し
情
報
発
信
に
努
め
、
信
頼
さ
れ
る
会
活
動
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

Ⅱ

事
業
計
画

１

税
制
指
導
に
関
す
る
事
業

(

１)

複
式
簿
記
普
及
の
た
め
の
青
色
学
校
の
開
催
と
個
別
記
帳
指
導
を
通
じ
、
「
青
色

申
告
特
別
控
除
65
万
円
」
適
用
の
推
進
と
記
帳
水
準
の
向
上
を
図
る
。

(

２)

記
帳
確
認
を
は
じ
め
と
し
た
自
己
研
さ
ん
運
動
を
積
極
的
に
展
開
す
る
。

(

３)

新
規
青
色
申
告
者
を
は
じ
め
新
入
会
者
の
記
帳
指
導
に
努
め
る
。

(

４)

会
計
ソ
フ
ト
「
ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ
」
の
利
用
普
及
を
図
り
、
経
営
・
記
帳
の
合

理
化
を
推
進
す
る
。

(

５)

会
計
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
指
導
相
談
体
制
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
積
極
的
に
ｅ

-

Ｔ
ａ
ｘ
利
用
を
推
進
す
る
。

(

６)

社
会
保
障
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
定
着
に
向
け
周
知
を
図
る
。

(

７)

会
員
の
減
価
償
却
資
産
適
正
管
理
と
利
便
性
向
上
に
資
す
る
た
め
に
会
計
シ
ス
テ

ム
を
活
用
し
減
価
償
却
計
算
書
の
配
布
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
。

(

８)

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
所
得
税
定
額
減
税
の
周
知
を
図
る
。

(

９)

専
門
家
に
よ
る
税
務
相
談
会
を
実
施
す
る
。

(

10)

職
員
の
指
導
力
向
上
の
た
め
の
研
修
の
充
実
を
図
る
。

(

11)

一
般
社
団
法
人
全
国
青
色
申
告
会
総
連
合
に
協
力
し
、
税
制
改
正
運
動
を
推
進
す

る
。２

組
織
の
拡
充
に
関
す
る
事
業

(

１)

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
施
行
に
伴
い
制
度
に
対
応
し
た
記
帳
保
存
が
求
め
ら
れ

る
中
、
指
導
活
動
を
通
じ
て
、
よ
り
一
層
の
青
色
申
告
制
度
普
及
と
入
会
勧
奨
を
推

進
し
、
会
員
増
強
を
図
る
。

(

２)

税
務
署
の
青
色
コ
ー
ナ
ー
に
協
力
し
、
青
色
申
告
制
度
普
及
に
努
め
る
。

(

３)

青
年
部
・
女
性
部
の
充
実
・
強
化
に
よ
り
後
継
者
の
指
導
育
成
を
図
る
。

(

４)

関
係
各
官
庁
・
友
誼
団
体
と
相
互
連
携
・
協
調
・
交
流
を
図
る
。

３

広
報
等
に
関
す
る
事
業

(

１)

会
員
に
必
要
な
税
情
報
を
提
供
し
、
健
全
な
税
務
知
識
の
普
及
を
図
る
。

(

２)

機
関
紙
「
青
色
か
な
が
わ
」
を
発
行
す
る
。

(

３)

税
を
考
え
る
週
間
・
地
域
行
事
に
お
い
て
、
積
極
的
に
青
色
申
告
制
度
と
本
会
の

Ｐ
Ｒ
に
努
め
る
。

(

４)

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
情
報
発
信
に
努
め
る
。

４

福
祉
厚
生
に
関
す
る
事
業

(

１)

研
修
旅
行
を
は
じ
め
各
福
利
厚
生
活
動
を
通
じ
、
会
員
相
互
の
親
睦
と
交
流
を
深

め
る
。

(

２)

会
員
の
生
活
安
定
の
為
、
小
規
模
企
業
共
済
、
各
種
共
済
・
保
険
の
普
及
を
図
る
。

(

３)

生
活
習
慣
病
健
診
の
継
続
的
な
実
施
や
保
険
の
普
及
等
、
健
康
厚
生
事
業
を
推
進

す
る
。

(

４)

専
門
家
に
よ
る
法
律
相
談
会
を
実
施
す
る
。

(

５)

各
種
会
員
優
待
サ
ー
ビ
ス
の
周
知
を
図
る
。

５

会
運
営

(

１)

理
事
会
、
委
員
会
部
会
等
の
各
種
会
議
を
開
催
し
、
円
滑
な
会
運
営
に
努
め
る
。

(

２)

事
務
局
の
充
実
発
展
の
た
め
に
諸
施
策
を
推
進
す
る
。

(
３)

会
財
政
の
健
全
化
に
努
め
る
。

自：令和 ６年 ４月 １日

至：令和 ７年 ３月３１日 （単位：円）

科目 令和６年度
予算額

令和５年度
予算額

増減

Ⅰ一般正味財産増減の部

１経常増減の部

（１）経常収益

①基本財産運用益 85 85 0

基本財産運用益 85 85 0

②受取入会金 50,000 50,000 0

受取入会金 50,000 50,000 0

③受取会費 51,282,000 52,794,000 △1,512,000

受取会費 51,282,000 52,794,000 △1,512,000

④事業収益 8,210,000 6,630,000 1,580,000

共済手数料収益 1,500,000 1,400,000 100,000

小規模企業共済手数料収益 850,000 1,000,000 △150,000

労働保険手数料収益 1,400,000 1,400,000 0

労働保険報奨金収益 450,000 400,000 50,000

青色帳簿等売上収益 1,210,000 30,000 1,180,000

会計ソフト販売手数料収益 1,000,000 1,000,000 0

受託事業収益 1,800,000 1,400,000 400,000

⑤雑収益 2,096,000 2,304,000 △208,000

雑収益 2,096,000 2,304,000 △208,000

経常収益計 61,638,085 61,778,085 △140,000

（２）経常費用

①事業費 60,292,761 59,452,985 839,776

②管理費 17,810,645 17,999,188 △188,543

経常費用計 78,103,406 77,452,173 651,233

評価損益等調整前当期経常増減額 △16,465,321 △15,674,088 △791,233

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △16,465,321 △15,674,088 △791,233

２経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

租税公課（法人税等） 75,000 130,000 △55,000

当期一般正味財産増減額 △16,540,321 △15,804,088 △736,233

一般正味財産期首残高 30,288,158 33,902,517 △3,614,359

一般正味財産期末残高 13,747,837 18,098,429 △4,350,592

（うち基本財産充当額） （5,000,000) （5,000,000)

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 13,747,837 18,098,429 △4,350,592

令
和
６
年
度
事
業
計
画

第
12
回
定
時
総
会

開
催

去
る
６
月
11
日
（
火
）
午
後
３
時
よ
り
新
横
浜
グ
レ
イ

ス
ホ
テ
ル
に
て
第
12
回
定
時
総
会
を
開
催
し
、
全
て
の
議

案
が
原
案
通
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
総
会
終
了
後
は

懇
親
会
を
開
催
し
、
神
奈
川
税
務
署

松
下
署
長
様
を
は
じ

め
多
数
の
ご
来
賓
の
方
々
の
ご
臨
席
の
も
と
意
見
交
換
交

流
を
図
り
ま
し
た
。
尚
、
今
期
も
定
時
総
会
を
開
催
す
る

に
あ
た
り
大
勢
の
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
１
号
議
案

令
和
５
年
度
事
業
報
告
承
認
の
件

第
２
号
議
案

令
和
５
年
度
決
算
報
告
承
認
の
件

及
び
監
査
報
告

第
３
号
議
案

会
費
額
の
改
定
及
び
会
費
規
定

変
更
の
承
認
に
関
す
る
件

報
告
事
項
１

令
和
６
年
度

事
業
計
画
報
告
の
件

報
告
事
項
２

令
和
６
年
度

収
支
予
算
報
告
の
件
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令
和
６
年
分
の
所
得
税
に
係
る
予
定
納
税
額
第
１
期
分
の

納
期
並
び
に
第
１
期
分
及
び
第
２
期
分
の
予
定
納
税
額
の

減
額
申
請
の
期
限
が
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
参
考
）
第
２
期
分
の
納
期
等
に
つ
い
て
は
変
更
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

事

務

局

よ

り

お

知

ら

せ

７
月
26
日
（
金
）
県
下
職
員
研
修

の
た
め
12
時
ま
で
の
業
務
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

前
年
分
の
所
得
金
額
や
税
額
な
ど
を
基
に
計
算
し
た
予
定
納
税
基
準
額
が
15
万

円
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、
原
則
、
こ
の
予
定
納
税
基
準
額
の
３
分
の
１
相
当
額

を
そ
れ
ぞ
れ
７
月
（
第
１
期
分
）
と
11
月
（
第
２
期
分
）
に
納
め
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
を
「
予
定
納
税
」
と
い
い
ま
す
。
予
定
納
税
額
は
、
確
定

申
告
の
際
に
計
算
し
た
本
年
分
の
税
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
に
よ
り
精
算
し
ま
す
。

予
定
納
税
が
必
要
な
方
に
は
、
６
月
中
旬
に
税
務
署
か
ら
「
令
和
６
年
分
所
得

税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税
額
の
通
知
書
」
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
「
第
１
期
分
」
の
金
額
が
納
税
す
る
額
で
す
。

な
お
、
第
１
期
分
の
金
額
は
、
定
額
減
税
額
に
相
当
す
る
金
額
（
予
定
納
税
特

別
控
除
額
（
本
人
分
３
万
円
）
）
を
差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

〇

第
１
期
分
の
納
期
は
、
令
和
６
年
７
月
１
日(

月)

～
９
月
30
日(

月)

で
す
。

〇

振
替
納
税
を
既
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
の
振
替
日
は
令
和
６
年
９
月
30
日(
月)

で
す
。

廃
業
、
休
業
又
は
業
況
不
振
な
ど
の
理
由
で
、
令
和
６
年
６
月
30
日
の
現
況
に

よ
る
令
和
６
年
分
の
「
申
告
納
税
見
積
額
（
年
間
所
得
や
所
得
控
除
な
ど
を
見
積

も
っ
て
計
算
し
た
税
額
）
」
が
、
税
務
署
か
ら
通
知
さ
れ
て
い
る
「
予
定
納
税
基

準
額
」
よ
り
も
少
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
予
定
納
税
額
か
ら
同

一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
（
い
ず
れ
も
居
住
者
に
限
り
ま
す
。
）
一
人
に
つ
き

３
万
円
の
定
額
減
税
額
を
差
し
引
く
場
合
な
ど
は
、
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇

第
１
期
分
及
び
第
２
期
分
の
減
額
申
請
の
期
限
は
、

令
和
６
年
７
月
31
日(

水)

で
す
。

４
月

１
日

消
費
税
申
告
指
導
会

４
月

１
日
～
６
月
28
日新

規
入
会
者
記
帳
指
導
会

２
日

無
料
税
務･

法
律
相
談
会

12
日

県
連
事
務
局
長
会
議

18
日

神
彰
会
役
員
会

八
者
会
定
例
会
議

19
日

監
査
会

会
長･

副
会
長
会
議

24
日

理
事
会

５
月

７
日

無
料
税
務
相
談
会

県
連
正
副
会
長
会
議
・
理
事
会

14
日

署
共
催
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

確
定
申
告
反
省
会

会
の
う
ご
き

●日 程

税務相談 ８月６日(火)

法律相談 ８月６日(火)

無 料 税 務 ・ 法 律 相 談 会
税理士・弁護士による

●会 場 事 務 局

●相談受付時間 １３時 ～１５時

●予約電話番号 ０４５(５７７)０６１５

※相談時間は、お一人様３０分の予約制となっております。

（予 約 制）７月～８月の下記日程を予約制とさせていただきます。

ご来所の際は前日までにお電話にてご予約ください。

ご予約のない日は閉所とさせていただきますのでよろ

しくお願いいたします。

７月～８月港北出張所について

●予約開設日

７月 ２２日(月)・２９日(月)

８月 ５日(月)・１９日(月)・２６日(月)

●相談受付時間 10時～11時・13時～14時

●予約電話番号 ０４５(５７７)０６１５

尚、7月2日（火）の無料税務相談会は定員となりました。

当
会
の
会
費
の
お
支
払
い
は
口
座
振
替
で

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
口
座
振
替

の
手
続
が
お
済
で
な
い
方
は
、
口
座
振
替

依
頼
書
を
事
務
局
ま
で
ご
提
出

又
は
ご
郵
送
下
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

～
新
し
く
入
会
さ
れ
た
皆
様
へ
～

予
定
納
税
と
は

予
定
納
税
額
の
納
付
に
つ
い
て

予
定
納
税
額
の
減
額
申
請
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２.

定額減税について、さらに詳しい内容は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
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青色 花子

令

和

６
年

分

100,000

100,000

100,000

100,000

720

720

0

0

0

0

0

0

1 31

2 29

3 31

4 30

5 31

6 30

38 10 15〇

720

720

0100,000

① 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿

●ご来所時にお持ちいただくもの

源 泉 指 導 会 の ご 案 内

源泉所得税額が０円の場合でも納付書の提出(報告）が必要になります。

納期の特例の承認を受けている場合

令和６年１月～６月分(前期分）納 期 限 ７月１０日(水) です。

①令和６年分 給与所得‣退職所得に対する源泉徴収簿

②源泉所得税の納付書

③令和６年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

④令和５年分の年末調整時の資料 …令和５年全期分の納付書(控)等

源泉所得税額の計算、納付書の書き方等についての指導会です｡

●場所：事務局・港北出張所

※源泉徴収簿・納付書

等をお持ちでない方は、事

務局に用意がございますの

でお申し出ください。

青色事業専従者や一般従業員（パート、アルバイトを含む）に給与を支払っている事業主の方へ

●期間：6月～7月10日(水)まで

会
費
改
定
の
お
知
ら
せ

こ
の
度
の
第
12
回
定
時
総
会
に
お
き

ま
し
て
会
費
額
の
改
定
及
び
会
費
規
定

変
更
の
承
認
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
原

案
通
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

会
員
の
皆
様
も
厳
し
い
経
営
環
境
で

あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
会
発
展
の
た
め

何
卒
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

■
実
施
時
期

・
令
和
７
年
４
月
分
以
降
の
会
費
よ
り

■
会
費
額

・
正
会
員

新
月
額
会
費

２
０
０
０
円

（
現
行
１
５
０
０
円
）

入
会
金

据
え
置
き

（
現
行
１
０
０
０
円
）

・
準
会
員

新
年
額
会
費

６
０
０
０
円

（
現
行
３
６
０
０
円
）

■
会
費
の
納
期
限

正
会
員
の
会
費
納
入
区
分
を
半
年
分

前
納
に
変
更
（
現
行
３
ヶ
月
分
前
納
）

・
半
年
払
い
納
入
日
（
口
座
振
替
）

４
月
26
日
「
４
月
分
か
ら
９
月
分
」

10
月
26
日
「
10
月
分
か
ら
翌
年
３
月
分
」

・
年
払
い
納
入
日

４
月
26
日
「
４
月
分
か
ら
翌
年
３
月
分
」
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②源泉所得税の納付書

③給与所得者の扶養控除等

(異動)申告書

720

720

720

720

720


